
複合災害等により孤立した場合の対応（京都府）

Ｈ

成生漁村センター
収容可能者数（40人） 船舶による避難

ヘリによる避難

 ＵＰＺ内では全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、一時移転等の指示が出た場合には、避難を実施。
 ＵＰＺ内の半島及び沿岸部、中山間地域については、複合災害の発生等により、道路が使用できず住民が孤立した

場合に備え、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄを整備。また、海路や空路での避難体制が整うまでは、放射性防護対策施設を含む屋内
退避施設にて屋内退避を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､
早期の道路交通の確保に努める。

Ｈ

大丹生コミュニティセンター
収容可能者数（270人）

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）に支援を要請
※ 舞鶴市の大浦半島以外の地区が孤立した場合の対応も同様とする。

舞鶴市の一例：大浦半島

竜宮浜漁港

成生漁港

田井漁港

水ヶ浦漁港

大丹生コミュニティ
センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

西大浦漁港
大浦小学校
グラウンド

田井コミュニティセンター
グラウンド

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地

：漁港・港湾施設

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

Ｈ

野原漁港

大浦小学校
収容可能者数（300人）

田井漁村センター
収容可能者数（100人）
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大浦会館
放射線防護施設

（収容可能者数：60人）
屋内退避施設

（収容可能者数：150人）



滋賀県におけるUPZ内の医療機関・社会福祉施設の避難先

 滋賀県では、UPZ内にある社会福祉施設（4施設394人）のうち、障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所
等については、国の原子力災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受
入候補施設を、滋賀県災害対策本部にて障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所等23施設との調整によ
り確保。

 救護施設については避難先を確保。何らかの事情で、あらかじめ選定した避難先施設が
使用できない場合には、滋賀県災害対策本部が受入先を調整。

 医療機関は所在しない。

施設区分

避難元施設

施設数
（施設）

入所定員
（人）

社会福祉施設

障害福祉サー
ビス事業所等 2 34

救護施設 2 360

小計 4 394

合 計 4 394

＜ UPZ内 ＞ ＜ UPZ外 ＞

避難先施設

受入候補施設
数（施設）

受入可能人数
（人）

23 34

3 360

26 394

26 394

障害福祉サービス事業
所等、候補施設との調
整により受入先を確保。
救護施設についてはあ
らかじめ受入先を確保。
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滋賀県のUPZ内における在宅の避難行動要支援者の防護措置

 在宅の避難行動要支援者及び同居者並びに屋内退避や避難に協力する支援者に対し、防災行政無線、広報
車、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて情報提供を行い、在宅の避難行動要支援者の屋内退避・一時
移転等を実施。

 支援者の同行により、地域住民と一緒に避難できる在宅の避難行動要支援者は、一時移転等が必要となった
際には、高島市が準備した避難先に一時移転等を行う。なお、介護ﾍﾞｯﾄﾞ等が必要な在宅の避難行動要支援者
は、避難先にて設置している福祉避難ｺｰﾅｰを利用。

 支援者のいない者については、今後支援者を確保していく。また、支援者を確保できない場合においても、高島
市職員、自治会、消防職員・団員等の協力により屋内退避・一時移転等ができる体制を整備中。

市町 UPZ内（人）

高島市 64（54）

UPZ 内の在宅の避難行動要支援者数（暫定値）

※1 （ ）内は支援者有り
※2 平成28年１月現在

避難先
（避難所内に福祉避難

コーナーを設置）

同居者・支援者

高島市職員
・消防団員等

連絡等

協力在宅避難行動
要支援者

屋内退避

防災行政無線・広報車・緊急速報メール
サービス・ＴＶ・ラジオ等による情報提供

高島市災害対策本部

一時移転等
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滋賀県におけるUPZ内の学校・保育所等の防護措置

教育機関数
（機関）

児童・生徒
数（人）

保育所・
幼稚園等 0 0

小学校 1 3

中学校 0 0

高等学校 0 0

特別支援
学校 0 0

合計 1 3

UPZ 内の教育機関数

平成28年5月1日時点

国原子力
事業者

引き渡し

高島市

校内に学校災害対策本部等を設置

屋内退避指示

連絡

滋賀県

引き渡しが出来なかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校防災マニュアル」
によって行動開始教育機関

保護者

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

 滋賀県では、警戒事態発生時に、UPZ内に位置する保育所・幼稚園、小学校及び中学校等毎に校長等を本部長と
する学校災害対策本部等を設置する。

 全ての学校・保育所において学校原子力災害時避難計画を策定済であり、施設敷地緊急事態により高島市災害
対策本部から屋内退避の準備として帰宅指示が出された場合には、児童等を保護者に引き渡し、全面緊急事態ま
でに完了する。

 引き渡しができない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、高島市災害対策本部から
一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者に引き渡す。

 高島市災害対策本部や高島市町教育委員会等の指示に従い、学校等の対応（屋内退避）及び保護者の迎え等に
ついて保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）する。
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保護者への連絡及び引き渡しの実施

全面緊急事態までに引き渡しを完了
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